
平
成
１
８
年
の
労
務
に
関
す
る
法
改
正
に 

つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
（
そ
の
３
・
助
成
金
改
正
情
報
） 

  

平
成
１
８
年
度
の
厚
生
労
働
省
管
轄
の
助
成
金
に
つ
い
て
は
、 

近
年
の
少
子
高
齢
化
の
急
速
な
進
展
を
踏
ま
え
、
育
児
支
援
の
助

成
金
が
新
設
さ
れ
た
の
が
目
立
っ
た
変
更
点
と
言
え
そ
う
で
す
。 

従
来
の
景
気
浮
揚
を
狙
っ
た
場
当
た
り
的
な
政
策
か
ら
、
少
子
高

齢
化
社
会
に
向
け
た
女
性
の
就
労
支
援
分
野
の
助
成
金
へ
予
算
シ

フ
ト
さ
れ
る
傾
向
は
今
後
も
続
く
も
の
と
予
想
さ
れ
ま
す
。 

女
性
の
積
極
的
活
用
を
検
討
さ
れ
て
い
る
企
業
と
し
て
は
、
利
用

で
き
る
助
成
金
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
回
は
ま
だ
概
要
し

か
分
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
詳
細
情
報
は
ま
た
の
機
会
に
ご
紹
介
す

る
予
定
で
す
。 

  

●
中
小
企
業
子
育
て
支
援
助
成
金 

【
制
度
の
内
容
】 

・
子
育
て
支
援
を
行
う
中
小
企
業
に
対
す
る
支
援
充
実
の
た
め
、 

育
児
休
業
取
得
者
ま
た
は
短
時
間
勤
務
制
度
の
適
用
者
が
初
め 

て
出
た
中
小
企
業
事
業
主
に
対
し
て
助
成
金
を
支
給
す
る
。 

【
支
給
条
件
】 

・
従
業
員
数
が
１
０
０
名
以
下
の
中
小
企
業
で
あ
る
こ
と 

・
一
般
事
業
主
行
動
計
画
を
策
定
・
届
け
出
て
い
る
こ
と 

・
育
児
休
業
取
得
者
、
育
児
短
時
間
勤
務
制
度
の
適
用
者
が
初
め 

て
発
生
し
た
こ
と
。
具
体
的
に
は
次
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
と 

る
こ
と 

育
児
休
業
の
付
与 

・
子
の
出
生
後
６
か
月
以
上
育
児
休
業
を
取
得
し
、
職
場
復
帰
後 

６
か
月
以
上
継
続
し
て
常
時
雇
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

短
時
間
勤
務
制
度
の
適
用
（
３
歳
未
満
） 

・
３
歳
未
満
の
子
を
持
つ
労
働
者
が
６
ヶ
月
以
上
短
時
間
勤
務
の 

制
度
を
利
用
し
た
こ
と
。 

  

【
実
施
期
間
】 

・
平
成
１
８
年
度
か
ら
５
年 

【
受
給
金
額
】 

 

・
取
得
し
た
制
度
の
種
類
、
ま
た
適
用
人
数
に
応
じ
て
助
成
金 

が
受
給
で
き
ま
す
。 

                 

●
子
育
て
女
性
起
業
支
援
助
成
金 

【
制
度
の
内
容
】 

・
雇
用
保
険
の
加
入
期
間
が
５
年
以
上
あ
る
女
性
が
、
法
人
設 

立
後
１
年
以
内
に
、
従
業
員
１
人
以
上
（
雇
用
保
険
に
加
入
） 

を
雇
っ
た
場
合
に
助
成
金
を
支
給
す
る 

【
支
給
条
件
】 

・
有
効
求
人
倍
率
が
全
国
平
均
を
下
回
る
２
７
道
府
県
に
住
ん 

で
い
る
こ
と
（
山
口
県
は
現
在
平
均
を
上
回
っ
て
い
る
） 

【
受
給
金
額
】 

・
事
業
計
画
の
策
定
、
備
品
の
購
入
に
か
か
る
費
用
、
ベ
ビ
ー 

シ
ッ
タ
ー
料
金
な
ど
、
開
業
３
ヶ
月
以
内
に
か
か
っ
た 

経
費
の
３
分
の
１
（
上
限
２
０
０
万
円
）
が
受
給
で
き
ま
す 

   
●
留
意
点 

『
中
小
企
業
子
育
て
支
援
助
成
金
』
は
企
業
を
、『
子
育
て
女
性
起

業
支
援
助
成
金
』
は
個
人
を
対
象
に
し
て
い
ま
す
。
子
育
て
女
性

起
業
支
援
助
成
金
は
経
験
上
、
利
用
さ
れ
る
の
は
限
定
的
だ
と
予

想
さ
れ
ま
す
。
支
給
条
件
が
流
動
的
で
利
用
者
か
ら
す
る
と
分
か

り
難
い
制
度
だ
か
ら
で
す
。
山
口
県
は
現
在
の
と
こ
ろ
対
象
都
道

府
県
に
は
該
当
し
て
い
ま
せ
ん
。
一
方
、
中
小
企
業
子
育
て
支
援

助
成
金
は
企
業
を
対
象
に
し
て
い
ま
す
。
女
性
の
積
極
的
活
用
を

中
長
期
的
に
考
え
て
い
る
企
業
で
は
利
用
価
値
が
あ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
・
届
け
出
が
必

要
で
す
が
、
む
し
ろ
女
性
活
用
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
明
確
化
さ
れ
る
と

い
う
側
面
も
あ
り
ま
す
。
中
小
企
業
子
育
て
支
援
助
成
金
を
利
用

す
る
場
合
は
他
の
育
児
関
連
助
成
金
も
併
用
で
き
る
と
思
わ
れ
ま

す
の
で
、
研
究
の
余
地
が
あ
り
そ
う
で
す
。 

         

育児休業 １００万円 １

人

目 短時間勤務 ６０万～１００万 
（利用期間に応じて） 

育児休業 ６０万円 ２

人

目 短時間勤務 ２０万～６０万 
（利用期間に応じて） 


